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県
人
権
啓
発
活
動
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

協
議
会
で
は
、
ひ
ま
わ
り
を
人
権
の

花
と
し
て
定
め
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、

ひ
ま
わ
り
が
外
国
で
「
太
陽
の
花
」

と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
と
、
花
言
葉

が
「
あ
な
た
だ
け
を
見
つ
め
る
」
と

い
う
こ
と
に
由
来
し
て
い
ま
す
。

　
人
権
の
花
運
動
は
、
ひ
ま
わ
り
を

育
て
る
こ
と
を
通
し
て
、
生
命
の
尊

さ
や
協
力
す
る
こ
と
の
大
切
さ
を
実

感
し
て
も
ら
う
運
動
で
す
。
市
内
で

は
、
平
成
20
年
度
か
ら
毎
年
、
小
学

校
と
幼
稚
園
・
保
育
所
（
園
）
２
カ

所
が
こ
の
運
動
に
参
加
し
て
い
ま
す
。

今
年
は
、
光
明
幼
稚
園
、
福
間
小
学

校
、
い
ろ
ど
り
真
愛
保
育
園
で
ひ
ま

わ
り
の
種
を
ま
き
ま
し
た
。
種
ま
き

は
、
人
権
擁
護
委
員
会
を
は
じ
め
、

保
護
司
会
や
更
生
保
護
女
性
会
の
皆

さ
ん
に
手
伝
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
ま
た
、
10
月
に
は
種
を
ま
い
た
そ

れ
ぞ
れ
の
施
設
で
人
権
擁
護
委
員
に

よ
る
「
人
に
や
さ
し
く
で
き
る
勉
強

会
」
を
行
い
ま
す
。

　
啓
発
用
ウ
エ
ッ
ト
テ
ィ
ッ
シ
ュ
を

配
布
し
ま
す
。

場
所
、
時
間
　
①
Ｊ
Ｒ
福
間
駅
、
午

前
７
時
30
分
か
ら
　
②
ル
ミ
エ
ー
ル

福
津
店
　
午
後
１
時
30
分
か
ら

③
レ
ガ
ネ
ッ
ト
福
津
　
午
後
３
時
30

分
か
ら

　

　
福
間
会
館
は
、
人
権
啓
発
事
業
や

就
職
補
助
活
動
な
ど
を
実
施
す
る
社

会
福
祉
施
設
で
す
。
住
民
交
流
の
場

と
し
て
サ
ー
ク
ル
活
動
な
ど
に
も
利

用
で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
　
福
間
会
館
☎
４
２
・

０
６
０
４

　
人
権
教
育
・
啓
発
活
動
の
推
進
の

た
め
に
、
企
業
、
自
治
会
、
シ
ニ
ア

ク
ラ
ブ
や
学
校
の
Ｐ
Ｔ
Ａ
な
ど
の
団

体
に
講
師
を
派
遣
し
て
い
ま
す
。
派

遣
を
希
望
す
る
団
体
は
、
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
市
で
は
小
中
学
校
の
児
童
・
生
徒

と
県
立
光
陵
高
等
学
校
、
古
賀
竟
成

館
高
等
学
校
の
生
徒
の
作
品
を
集
め

た
人
権
作
文
集
「
き
ず
な
」
を
作
成

し
、
配
布
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
同
和
問
題
や
女
性
、
子
ど

も
な
ど
に
関
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
人
権

課
題
に
気
づ
き
、
考
え
て
も
ら
う
た

め
の
学
習
資
料
と
し
て
啓
発
冊
子
を

作
成
し
、
配
布
し
て
い
ま
す
。
詳
し

く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

日
時
　
７
月
20
日
（
土
）
午
後
１
時

30
分
〜
午
後
３
時
５
分

場
所
　
ク
ロ
ー
バ
ー
プ
ラ
ザ
（
春
日

市
）

演
題
　
情
報
化
社
会
と
部
落
差
別
解

消
推
進
法

講
師
　
谷
川
雅
彦
さ
ん

問
い
合
わ
せ
　
公
益
財
団
法
人
福
岡

県
人
権
啓
発
情
報
セ
ン
タ
ー
☎
０
９

２
・
５
８
４
・
１
２
７
１

　
同
和
問
題
啓
発
強
調
月
間
の
期
間

中
、
市
内
の
小
中
学
生
が
描
い
た
人

権
ポ
ス
タ
ー
を
パ
ネ
ル
に
し
て
、
市

内
の
公
共
施
設
に
展
示
し
ま
す
。
子

ど
も
た
ち
の
力
作
を
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ

さ
い
。
ま
た
、
こ
の
パ
ネ
ル
は
貸
し

出
し
も
行
っ
て
い
ま
す
。
詳
し
く
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

７
月
１
日
（
月
）
に

街
頭
啓
発
活
動
を
行
い
ま
す

県
人
権
講
演
会
の

お
知
ら
せ

人
権
パ
ネ
ル
の

展
示
を
行
い
ま
す

▲福間会館

▲福間小学校

▲いろどり真愛保育園

▲昨年の街頭啓発▲人権パネル

▲人権作文集「きずな」と人権啓発冊子

一人一人の人権を大切に
市人権政策課☎43・8129市人権政策課 43 8129

　県と市では、毎年７月を「同和問題啓発強調月間」と定めています。同和問題
に対する正しい理解と認識を深め、解決を図るための啓発活動を行っています。

７月は同和問題啓発強調月間です

「
人
権
の
花
運
動
」
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す

講
師
派
遣
事
業
を

行
っ
て
い
ま
す

人
権
作
文
集
と
人
権
啓
発

冊
子
を
配
布
し
て
い
ま
す

福
間
会
館
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

▲光明幼稚園

ひとつずつの小さな花が

まるく寄り添い手をつなぎ

わになるように集まって

りっぱな花に育ちます

ま
わ
り

ひ

　市民の皆さんから人権相談を受
けたり、人権の考え方を広めたり
する活動をしています。法務局の
職員と協力し、人権侵害による被
害者を救済、人権に関心を持って
もらえるような啓発活動を行って
います。

▲左から、水上眞理子さん（上西郷）、
谷口正秀さん（勝浦）、委員長の 山田宏
子さん（福間南）、澁谷宗子さん（神興
東）、島田安男さん（津屋崎）

　人権に関する疑問やお悩みは、人
権擁護委員にご相談ください。予約
は不要で、相談は無料です。相談内
容など秘密は固く守られます。
  日 時　毎月第４水曜日
　　　 10：00～15：00
  場 所　ふくとぴあ

人権擁護委員とは

人権擁護委員の紹介

特設人権相談の実施

７月は同和問題啓発強調月間です


